
    

別記様式第１号（第６条関係） 

 

和歌山市納税通知書送付用封筒への広告掲載申込書 

 

 

（宛先）和歌山市長 

 

   年度の和歌山市納税通知書送付用封筒への広告を掲載したいので、次のとおり申し

込みます。 

申 込 年 月 日  

申 込 者 

所 在 地 

〒    －     

 

 

名     称 
 

代 表 者 職 氏 名  

連 絡 先 電 話 番 号  

担 当 者 部 署  

担 当 者 氏 名  

申   込   額 

申     込     額 

消費税及び地方消費税相当額 

合           計 

 

 

 

円 

円 

円 

広 告 の 内 容 

 

 

 

（添付書類） 和歌山市税の完納証明書（和歌山市に納税義務のある申込者） 

       和歌山市税の納付状況調査承諾書（和歌山市に納税義務のない申込者） 

（注  意） １ 広告の内容は、イメージアップ広告など、その内容を記入してください。また

、広告のデザインの案を添付してください。 

２ 広告掲載決定後に広告の内容を変更することは可能ですが、その内容について

は、事前に承認を得てください。 

３ 広告の内容が、掲載広告としてふさわしくない場合には、内容の変更を依頼す

ることがあります。なお、変更の依頼に従っていただけない場合には、広告掲載

をお断りすることがあります。 

４ 申込みいただいた広告の採否については、文書にて通知します。 

 

 

 



 

 

別記様式第２号（第６条関係） 

 

誓約書兼同意書 

 

  年  月  日 

 

（宛先）和歌山市長 

 

住所又は所在地 

 

法人又は団体名 

代 表 者 名                

 

 

私は、和歌山市納税通知書送付用封筒へ広告の掲載を申し込むに当たり、和歌山市広告の掲載

等に関する要綱第３条第２号を満たすものであることを誓約します。 

この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、私が不利益を被ることがあった場

合も、一切の異議を申し立てません。 

また、誓約内容を確認するため、和歌山市が関係各機関に照会を行うことについて同意します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

和歌山市税の納付状況調査承諾書 

 

和歌山市広告掲載に伴い、和歌山市税完納証明を添付できないため、和歌山市税の納付状況を調

査することを承諾します。 

  年  月  日 

 

和歌山市長 様 

 

申込者（広告主等）  所在地 

名称 

代表者氏名               

 

広告主        所在地 

名称 

代表者氏名               

 

 

※ 申込者と広告主が同一の場合は、申込者のみ記入してください。 

 

 



 

役員等調書及び照会承諾書 

 

（あて先）和 歌 山 市 長 

（あて先）和歌山市公営企業管理者 

 

住所又は所在地                

商号又は名称                

代表者職氏名                

 

次の役員等調書の記載事項については、事実と相違ないことを誓約するとともに、この 

調書に記載した者について、和歌山市又は和歌山市企業局が行う契約からの暴力団排除に 

関する合意書の２に定める項目のいずれかに該当するか否かに関し和歌山県和歌山東警察 

署、和歌山西警察署又は和歌山北警察署に照会することを承諾します。 

 

役職名 氏 名
フ リ ガ ナ

 生年月日 住    所 

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

  
 

 

【注意事項】 

１ 法人にあっては、登記事項証明書に登載されている役員（代表者を含みます。）の方全員 

について記載してください。 

２ この調書に記載されたすべての個人情報は、和歌山市個人情報保護条例（平成１２年条例第 

１２７号）の規定に基づいて取り扱うものとし、和歌山市又は和歌山市水道局が行う契約か 

らの暴力団排除に関する合意書に基づいて実施する暴力団排除のための措置以外の目的に 

は使用しません。和歌山市がこれらの情報をもとに和歌山県和歌山東警察署、和歌山西警察 

署又は和歌山北警察署から取得した個人情報についても同様です。 

（宛先） 

） 



 

和歌山市が行う契約からの暴力団排除に関する合意書 

 

和歌山市長（以下「市長」という。）と和歌山県和歌山東警察署長、和歌山西警察

署長及び和歌山北警察署長（以下「署長」という。）は、和歌山市が行う契約からの

暴力団の排除を徹底するため、相互の連絡協議体制の確立に関し、次のとおり合意す

る。 

 

１ 定義 

この合意書において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定め

るところによる。 

（１）契約 和歌山市が発注する物件の製造請負又は買い入れ、役務の提供等の調達

契約及び公有財産の売払い契約等をいう。 

（２）法人等  法人その他の団体又は個人をいう。 

（３）役員等  法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、

その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、

個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう。 

（４）暴力団  暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。 

（５）暴力団員  暴力団の構成員をいう。 

（６）暴力団関係者  暴力団員ではないが暴力団と関係を持ちながら、その組織の威

力を背景として暴力的不法行為等を行う者をいう。 

（７）排除措置 ４（１）の排除要請に基づき、入札参加資格を与えない措置、競争

入札への参加資格を有する者に対する指名停止措置又は競争入札による契約若し

くは随意契約において契約の相手方としない措置をいう。 

２ 排除措置の対象となる法人等 

この合意書に基づく、排除措置の対象となる法人等（以下「排除措置対象法人等

」という。）は、次のとおりとする。 

（１）役員等に、暴力団員又は暴力団関係者（以下「暴力団員等」という。）がいる

法人等 

（２）暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与している法人等 

（３）役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営

若しくは運営に関与している法人等を利用するなどしている法人等 

（４）役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しく

は運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与

するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与している法人等 

 

 

 



（５）役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を

有している法人等 

（６）役員等又は使用人が、前各号のいずれかに該当する法人等であることを知りな

がら、これを利用するなどしている法人等 

３ 情報交換 

（１）市長は、競争入札参加資格審査（更新、役員等の変更を含む。）の申請を受け

付けた法人等又は契約の相手方となり得る法人等が、排除措置対象法人等に該当

するか否かについて、署長に対し、文書（様式第１号）により照会することがで

きるものとする。 

（２）署長は、前号の照会を受けたときは、市長に対し、速やかに文書（様式第２号

）により回答するものとする。 

（３）署長は、（１）の市長からの照会によるほか、排除措置対象法人等に該当する

と認めたときは、市長に対し、速やかに文書（様式第３号）により通報するもの

とする。 

４ 排除措置の要請及び措置結果の通知  

（１）署長は、排除措置対象法人等に該当すると認める３（２）による回答又は３（

３）の通報をするときは、当該回答又は通報に併せて、市長に対し、契約からの

排除要請を行うものとする。 

（２）市長は、前号の排除要請に係る措置結果を、署長に対し、文書（様式第４号）

により通知するものとする。 

５ 契約に係る妨害又は不当要求の際の措置 

市長は、契約の相手方となる法人等から、当該契約の履行に関し、妨害（不法な

行為等で、契約履行の障害となるものをいう。）又は不当要求（金銭の給付等一定

の行為を請求する権利若しくは正当な利益がないにもかかわらずこれを要求し、又

はその要求の方法、態様若しくは程度が社会的に正当なものと認められないものを

いう。）を受けた旨の申出があった場合は、警察へ被害届を提出するよう指導する

ものとする。 

６ 支援・協力体制 

（１）市長は、この合意書に基づいてとる措置の相手方となる法人等からの妨害等が

予想されるときは、署長に対し、警察官の出動を要請することができるものとす

る。 

（２）署長は、市長が、この合意書に基づく措置をとるに際し、又は措置をとった後

、当該措置の相手方となる法人等からの妨害、不服申立等の紛議が生じたときは

、積極的に支援し、協力するものとする。 

７ その他 

（１） この合意書に定めのない事項又は疑義の生じた事項については、その都度協議

の上、決定するものとする。 

 

 



（２）この合意書は、平成２０年６月１日から効力を発する。  

 

上記事項の合意の証として本書４通を作成し、当事者各１通を保有するものとする。  

 

 

 

 

 

  平成２０年５月２７日 

 

 

 

和歌山市長      大 橋 建 一    

 

 

 

和歌山東警察署長   福 田 憲 司    

 

 

 

和歌山西警察署長   嵜 山 幸 男    

 

 

 

和歌山北警察署長   湯 川 敏 行    

 

 

 


